
登録票
（令和５年度・春季）

コース 研修課題 受入機関
実施場所

・
アクセス

受入可能人数 受入時期 受入期間の留意点 実習内容 実習形式 実習生への要望
応募先

※ 応募は学生１人につき１管区までです。

春１

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

札幌矯正管区
及び

北海少年院・
紫明女子学院

北海少年院
北海道千歳市大和４－７
４６－１０
紫明女子学院
北海道千歳市大和４－６
６２－２
（ＪＲ千歳線千歳駅から
中央バス桜木空港線１０
分（北斗一丁目バス停降
車））

各施設３人
まで

２月７日（水）
～２月９日（金）

（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生であること。
・男女の別は問わないが、原則として
男子学生は北海少年院において、女
子学生は紫明女子学院においての実
習を予定している。

札幌矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒007-0801
北海道札幌市東区東苗穂１条２－５－５
011-783-3911

春２

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

札幌矯正管区
及び

札幌少年鑑別所

札幌少年鑑別所
札幌市東区東苗穂２－１
－１－２５
（中央バス「本町２条６丁
目」下車、徒歩３分）

３人程度
２月１９日（月）

～２月２１日（水）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

札幌矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒007-0801
北海道札幌市東区東苗穂１条２－５－５
011-783-3911

春３

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

札幌矯正管区
及び

函館少年鑑別支所

函館少年鑑別支所
北海道函館市金堀町６
－１５
（JR函館駅下車、函館バ
ス（５）系統（日吉営業所
行き）人見町で下車、徒
歩３分）

２人程度
２月１９日（月）

～２月２１日（水）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生であること。

札幌矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒007-0801
北海道札幌市東区東苗穂１条２－５－５
011-783-3911

春４

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

札幌矯正管区
及び

釧路少年鑑別支所

釧路少年鑑別支所
北海道釧路市弥生１丁
目５－２２
（JR釧路駅下車、白樺線
（１８番）または晴海線（５
３番）裁判所坂下降車、
徒歩５分）

２人以内
２月１９日（月）

～２月２１日（水）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生であること。

札幌矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒007-0801
北海道札幌市東区東苗穂１条２－５－５
011-783-3911

春５

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

札幌矯正管区
及び

旭川少年鑑別所

旭川少年鑑別所
北海道旭川市豊岡１条１
丁目３番２４号
（旭川１条８丁目バス乗り
場から旭川電気軌道バ
ス①番線又は⑰番線に
約１３分乗車、豊岡１条１
丁目バス停下車すぐ）

２人程度
２月６日（火）

～２月８日（木）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学２年次若しくは３年次又は大学
院生であること。

札幌矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒007-0801
北海道札幌市東区東苗穂１条２－５－５
011-783-3911

春６

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

東京矯正管区
及び

茨城農芸学院

茨城農芸学院
茨城県牛久市久野町１７
２２－１
（JR牛久駅東口からバス
「牛久大仏・浄苑行き」に
乗車し「農芸学院」まで２
０分）

４人程度
２月１４日（水）

～２月１６日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500



登録票
（令和５年度・春季）

コース 研修課題 受入機関
実施場所

・
アクセス

受入可能人数 受入時期 受入期間の留意点 実習内容 実習形式 実習生への要望
応募先

※ 応募は学生１人につき１管区までです。

春７

少年院における
矯正教育の実務
について
(法務教官区分)

水府学院
（水戸少年鑑別所）

水府学院
（水戸少年鑑別所）
茨城県東茨城郡茨城町
駒渡１０８４－１
（常磐線友部駅南口～車
両２１分）
※送迎につき相談可

４人程度
２月７日（水）

～２月９日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

◆水府学院主催ですが、１日間は水戸少年
鑑別所で実習を行うコース◆
１日目（水戸少年鑑別所）
・少年矯正行政全般に係る業務説明
２日目、３日目（水府学院）
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学２年次以上又は大学院生（男女
の別は問わない）であること。
・少人数での体験型実習であるので、
積極的な姿勢を有すること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春８

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

東京矯正管区
及び

喜連川少年院

喜連川少年院
栃木県さくら市喜連川３４
７５－１
（ＪＲ東北本線（宇都宮
線）氏家駅から関東交通
バス１６分（喜連川本町
バス停降車）から徒歩２
０分）
※送迎につき相談可

2人程度
１月２３日（火）

～１月２５日（木）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・法務教官のキャリアプラン等の説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等の実地に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春９

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

東京矯正管区
及び

赤城少年院

赤城少年院
群馬県前橋市上大屋町
６０
（上毛電鉄「大胡駅」から
徒歩１５分）

３人程度
２月５日（月）

～２月７日（水）
(３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春１０

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

東京矯正管区
及び

榛名女子学園

榛名女子学園
群馬県北群馬郡榛東村
新井１０２７－１
（高崎駅西口から伊香保
温泉行バス若しくは群馬
総社駅（立石）から榛名
女子学園前までバス）

３人程度
１月２９日（水）

～１月３１日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春１１

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

東京矯正管区
及び

八街少年院

八街少年院
千葉県八街市滝台１７６
６番地
（JR八街駅前ふれあいバ
ス南コース少年院入口下
車３００m徒歩３分又は
JR千葉駅からフラワーバ
ス成東行き山田局前下
車１.７km徒歩２０分）
※JR大網駅までの送迎
については相談可

３人程度
２月１９日（月）

～２月２１日（水）
(３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500



登録票
（令和５年度・春季）

コース 研修課題 受入機関
実施場所

・
アクセス

受入可能人数 受入時期 受入期間の留意点 実習内容 実習形式 実習生への要望
応募先

※ 応募は学生１人につき１管区までです。

春１２

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

東京矯正管区
及び

多摩少年院

多摩少年院
東京都八王子市緑町６７
０
（JR八王子駅南口からタ
クシーで１０分又は徒歩
２５分。京王高尾線山田
駅から徒歩５分。）

４人程度
２月２０日（火）

～２月２２日（木）
(３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・大学生又は大学院生（男性が望まし
い。）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春１３

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

東京矯正管区
及び

愛光女子学園

愛光女子学園
東京都狛江市西野川３
－１４－２６
（京王線調布駅からバス
１０分・小田急線狛江駅
からバス８分（狛江営業
所バス停降車）、京王線
国領駅から徒歩２０分）

３人程度
２月１４日（水）

～２月１６日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春１４

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

東京矯正管区
及び

久里浜少年院

久里浜少年院
神奈川県横須賀市長瀬
３－１２－１
（京浜急行線京急久里浜
駅又は浦賀駅から京浜
急行バス「久１９」系統１
５分（千代ケ崎バス停降
車））

２人程度
２月１９日（月）

～２月２０日（火）
（２日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学２年次以上又は大学院生であ
ること。
・男性のみとする。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春１５

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

東京矯正管区
及び

新潟少年学院

新潟少年学院
新潟県長岡市御山町１１
７－１３
（JR長岡駅（東口バス
ターミナル６番）からバス
で１５分（少年学院前））
※送迎につき相談可

３人程度
２月１４日（水）

～２月１６日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育・社会・福祉等に係る人間科学
又は法学、刑事政策等を専攻してい
ることが望ましい。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春１６

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

東京矯正管区
及び

有明高原寮

有明高原寮
安曇野市穂高有明７２９
９
（JR大糸線穂高駅から車
で１５分）
※送迎につき相談可

３人程度
２月１９日（月）

～２月２１日（水）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）に実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない。）であること。
・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育・社会・福祉・心理等に係る人間
科学、刑事政策又は体育等を専攻し
ていることが望ましい。
・上記にかかわらず、教員免許を取得
している方（予定を含む。）、運動が得
意な方も参加を御検討ください。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春１７

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

東京矯正管区
及び

駿府学園

駿府学園
静岡市葵区内牧１１８
（静岡駅北口から９番乗
り場静鉄ジャストラインバ
ス美和大谷線安倍口新
田バス停下車徒歩１０
分）

３人程度
２月１９日（月）

～２月２１日（水）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導、体育指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500



登録票
（令和５年度・春季）

コース 研修課題 受入機関
実施場所

・
アクセス

受入可能人数 受入時期 受入期間の留意点 実習内容 実習形式 実習生への要望
応募先

※ 応募は学生１人につき１管区までです。

春１８

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

水戸少年鑑別所(水府学院）

水戸少年鑑別所
（水府学院）
茨城県水戸市新原１－１
５－１５
（ＪＲ線水戸駅北口５番乗
り場から茨城交通バス２
０分（新原１丁目バス停
降車徒歩７分））

４人程度
２月７日（水）

～２月９日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

◆水戸少年鑑別所主催ですが、１日間は水
府学院で実習を行うコース◆
１日目（水戸少年鑑別所）
・少年矯正行政全般に係る業務説明
・心理検査の受検体験
２日目（水府学院）
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）の実施に係る見学実習
３日目（水戸少年鑑別所）
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席・実施、模擬事例に係る少年簿の作成
体験、模擬事例に係る判定会議の見学等）

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学２年次以上又は大学院生（男女
の別は問わない）であること。
・少人数での体験型実習であるので、
積極的な姿勢を有すること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春１９

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

宇都宮少年鑑別所

宇都宮少年鑑別所
栃木県宇都宮市鶴田町
574-1
（宇都宮駅バス乗り場⑩
43「長坂経由新鹿沼行
き」に乗車し、「三の沢」
で下車し、徒歩１分）

２人程度
２月２６日（月）

～２月２８日（水）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春２０

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

前橋少年鑑別所

前橋少年鑑別所
群馬県前橋市岩神町４
－５－７
（ＪＲ前橋駅から公共バ
スで約２０分）

２人
２月１３日（火）

～２月１４日（水）
（２日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
い。
・大学２年次、３年次、４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春２１

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

さいたま少年鑑別所

さいたま少年鑑別所
埼玉県さいたま市浦和区
高砂３－１６－３６
（JR「浦和」から徒歩１２
分、「武蔵浦和」「中浦
和」から徒歩１７分）

２人程度
２月５日（月）

～２月７日（水）
(３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接、
模擬事例に係る行動観察票の作成体験、心
理検査の受検体験、模擬事例に係る判定会
議の見学等）

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春２２

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

千葉少年鑑別所

千葉少年鑑別所
千葉県千葉市稲毛区天
台１－１２－９
（千葉都市モノレール天
台駅から徒歩約３分）

３～４人程度
２月８日（木）

～２月９日（金）
（２日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春２３

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

東京少年鑑別所

東京少年鑑別所
東京都練馬区氷川台２
－１１－７
（有楽町線氷川台駅１番
出口から徒歩１０分）

８人程度
２月１４日（水）

～２月１６日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学２年次以上又は大学院生（男女
の別は問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500



登録票
（令和５年度・春季）

コース 研修課題 受入機関
実施場所

・
アクセス

受入可能人数 受入時期 受入期間の留意点 実習内容 実習形式 実習生への要望
応募先

※ 応募は学生１人につき１管区までです。

春２４

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

東京西法務少年支援センター

東京西少年鑑別所（東京
西法務少年支援セン
ター）
東京都昭島市もくせいの
杜２－１－１
（ＪＲ青梅線東中神駅か
ら徒歩約２０分）

６人程度
１月２９日（月）

～１月３１日（水）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等
・隣接する少年院の見学・業務説明

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春２５

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

横浜少年鑑別所

横浜少年鑑別所
横浜市港南区港南４－２
－１
（横浜市営地下鉄ブルー
ライン港南中央駅から徒
歩５分）

４人
２月７日（水）

～２月９日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春２６

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

新潟少年鑑別所

新潟少年鑑別所
新潟県新潟市中央区川
岸町１－５３－２
（JR越後線「白山」駅から
徒歩５分）

４人程度
２月７日（水）

～２月９日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学２年次以上又は大学院生（男女
の別は問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春２７

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

甲府少年鑑別所

甲府少年鑑別所
山梨県甲府市大津町２０
７５－１
（ＪＲ甲府駅からバスもし
くはタクシーで約３０分）
※ＪＲ甲府駅からの送迎
につき相談可

２人程度
２月７日（水）

～２月９日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に関する説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学２年次以上又は大学院生（男女
の別は問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春２８

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

長野少年鑑別所

長野少年鑑別所
長野県長野市三輪５－４
６－１４
（長野電鉄善光寺下駅か
ら徒歩約１０分）

３人程度
２月７日（水）

～２月９日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学２年次以上又は大学院生（男女
の別は問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500

春２９

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

東京矯正管区
及び

静岡少年鑑別所

静岡少年鑑別所
静岡市駿河区小鹿２丁
目２７番７号
（静岡駅南口から小鹿営
業所行きバス約１５分
（競輪場前バス停降車））

２人程度
２月５日（月）

～２月７日（水）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学２年次以上又は大学院生（男女
の別は問わない）であること。

東京矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒330-9723
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館
048-600-1500



登録票
（令和５年度・春季）

コース 研修課題 受入機関
実施場所

・
アクセス

受入可能人数 受入時期 受入期間の留意点 実習内容 実習形式 実習生への要望
応募先

※ 応募は学生１人につき１管区までです。

春３０

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

名古屋矯正管区
及び

湖南学院

湖南学院
石川県金沢市上中町ロ１
１－１
（北鉄バス東部車庫停留
所から徒歩１５分）
※送迎につき相談可

４人程度
３月６日（水）

～３月８日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味、関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

名古屋矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁１－１５－１
名古屋合同庁舎第３号館
052-971-5961

春３１

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

名古屋矯正管区
及び

瀬戸少年院

瀬戸少年院
愛知県瀬戸市東山町１４
（名鉄瀬戸線「水野駅」下
車徒歩約１８分）

５人程度
２月７日（水）

～２月９日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味、関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

名古屋矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁１－１５－１
名古屋合同庁舎第３号館
052-971-5961

春３２

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

名古屋矯正管区
及び

愛知少年院

愛知少年院
愛知県豊田市浄水町原
山１番地
（名鉄豊田線浄水駅から
徒歩１０分）

４人程度
２月１４日（水）

～２月１６日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を選考していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

名古屋矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁１－１５－１
名古屋合同庁舎第３号館
052-971-5961

春３３

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

名古屋矯正管区
及び

金沢少年鑑別所

金沢少年鑑別所
石川県金沢市小立野５
－２－１４
（ＪＲ金沢駅から北鉄バ
スで１５分小立野バス停
降車後徒歩１０分）

５人程度
２月２０日（火）

～２月２２日（木）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続にかかる見学実習（模擬面接
の陪席、模擬事例に係る少年簿の作成、心
理検査の受検体験、模擬事例に係る判定会
議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学２年次ないし４年次又は大学院
生（男女の別は問わない）であること。

名古屋矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁１－１５－１
名古屋合同庁舎第３号館
052-971-5961

春３４

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

名古屋矯正管区
及び

名古屋少年鑑別所

名古屋少年鑑別所
名古屋市千種区北千種
１－６－６
（地下鉄東山線「今池」駅
２番出口から徒歩２５分、
市営バス「古出来町」バ
ス停降車（徒歩５分）

６人程度
２月６日（火）

～２月８日（木）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、心理検査の受検体験、模擬事例に係
る判定会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の実
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学２年次ないし４年次又は大学院
生（男女の別は問わない）であること。

名古屋矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁１－１５－１
名古屋合同庁舎第３号館
052-971-5961

春３５

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

大阪矯正管区
及び

浪速少年院

浪速少年院
大阪府茨木市郡山１－１
０－１７
(ＪＲ茨木駅西口、７、８、
９番バス乗り場から阪急
バス、郡バス停下車後徒
歩１０分)

５人程度
２月２８日（水）
～３月１日（金）

（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育・社会・福祉・心理等に係る人間
科学又は刑事政策等を専攻している
ことが望ましい。

大阪矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前４－１－６７
大阪合同庁舎第２号館別館
06-6941-5751



登録票
（令和５年度・春季）

コース 研修課題 受入機関
実施場所

・
アクセス

受入可能人数 受入時期 受入期間の留意点 実習内容 実習形式 実習生への要望
応募先

※ 応募は学生１人につき１管区までです。

春３６

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

大阪矯正管区
及び

交野女子学院

交野女子学院
大阪府交野市群津２－４
５－１
（京阪交野線郡津駅から
徒歩１５分）

４人程度
３月５日（火）

～３月７日（木）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（女性に限る）
であること。

大阪矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前４－１－６７
大阪合同庁舎第２号館別館
06-6941-5751

春３７

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

大阪矯正管区
及び

和泉学園・泉南学寮

和泉学園・泉南学寮
阪南市貝掛１０９６
（南海本線箱作駅から徒
歩１５分）

４人程度
２月１４日（水）

～２月１６日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育学、社会学、福祉等に係る人間
科学又は刑事政策等を専攻している
ことが望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

大阪矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前４－１－６７
大阪合同庁舎第２号館別館
06-6941-5751

春３８

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

大阪矯正管区
及び

加古川学園・播磨学園

加古川学園又は播磨学
園
兵庫県加古川市八幡町
宗佐５４４
（JR加古川線厄神駅から
徒歩約４５分）
※送迎につき相談可

３人程度
２月２０日（火）

～２月２２日（木）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学、教育、社会、福祉等に係る
人間科学又は刑事政策等を専攻して
いることが望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

大阪矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前４－１－６７
大阪合同庁舎第２号館別館
06-6941-5751

春３９

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

大阪矯正管区
及び

奈良少年院

奈良少年院
奈良県奈良市秋篠町１１
２２番地
（近鉄大和西大寺駅から
バス７２系統押熊行き
「北秋篠」下車徒歩５分）

２人程度
２月１３日（火）

～２月１５日（木）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

大阪矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前４－１－６７
大阪合同庁舎第２号館別館
06-6941-5751

春４０

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

大阪矯正管区
及び

大阪少年鑑別所

大阪少年鑑別所
大阪府堺市堺区田出井
町８－３０
（ＪＲ阪和線堺市駅から
徒歩１５分）

５人程度
２月１日（木）

～２月２日（金）
（２日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿・鑑別結果通
知書の作成体験、模擬事例に係る事例検討
会の実施等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

大阪矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前４－１－６７
大阪合同庁舎第２号館別館
06-6941-5751

春４１

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

大阪矯正管区
及び

神戸少年鑑別所

神戸少年鑑別所
神戸市兵庫区下祇園町
４０－７
（神戸市営バス「家庭裁
判所前」徒歩２分）

３人程度
２月１３日（火）

～２月１５日（木）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

大阪矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前４－１－６７
大阪合同庁舎第２号館別館
06-6941-5751



登録票
（令和５年度・春季）

コース 研修課題 受入機関
実施場所

・
アクセス

受入可能人数 受入時期 受入期間の留意点 実習内容 実習形式 実習生への要望
応募先

※ 応募は学生１人につき１管区までです。

春４２

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

大阪矯正管区
及び

奈良少年鑑別所

奈良少年鑑別所
奈良市般若寺町３番地
（近鉄奈良駅５番出口、
奈良交通バス６分（般若
寺バス停降車）徒歩５分)

２人程度
   ２月１４日（水）
～２月１５日（木）

（２日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続き係る見学実習(模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等)
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政(少年鑑別所の鑑別
等)に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生(男女の別は問わない)であるこ
と。

大阪矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前４－１－６７
大阪合同庁舎第２号館別館
06-6941-5751

春４３

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

大阪矯正管区
及び

和歌山少年鑑別所

和歌山少年鑑別所
和歌山市元町奉行丁２
丁目１番地
（ＪＲ和歌山駅西口から
徒歩２０分）

２人程度
２月８日（木）

～２月９日（金）
（２日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、心理検査の受検体験、模擬事例に係
る判定会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

大阪矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前４－１－６７
大阪合同庁舎第２号館別館
06-6941-5751

春４４

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

広島矯正管区
及び

広島少年院・貴船原少女苑

広島少年院
広島県東広島市八本松
町原１１１７４ー３１
貴船原少女苑
広島県東広島市八本松
町原６０８８
（山陽本線八本松駅から
タクシーで１５分）
※送迎につき相談可

５人程度
２月５日（月）

～２月７日（水）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

広島矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒730-0012
 広島県広島市中区上八丁堀６－３０
広島合同庁舎４号館
 082-223-8161

春４５

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

広島矯正管区
及び

山口少年鑑別所

山口少年鑑別所
山口市中央４丁目７－５
（ＪＲ山口駅から徒歩２０
分又は同駅から湯田温
泉方面行きバスに乗車
「商工会館前」下車徒歩
５分）

３人程度
２月１３日（火）

～２月１５日（木）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

広島矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒730-0012
 広島県広島市中区上八丁堀６－３０
広島合同庁舎４号館
 082-223-8161

春４６

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

丸亀少女の家

丸亀少女の家
香川県丸亀市中津町
２８
（ＪＲ予讃線讃岐塩屋
駅から徒歩２０分）

３人程度

２月６日（火）
～２月８日（木）

（３日間）
応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

高松矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒760-0033
香川県高松市丸の内１－１
高松法務合同庁舎
087-822-4455

春４７

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

四国少年院

四国少年院
香川県善通寺市善通
寺町２０２０
（ＪＲ善通寺駅から徒
歩約２０分）

３人程度

２月２０日（火）
～２月２２日（木）

（３日間）
応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（性別は問わ
ない）であること。

高松矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒760-0033
香川県高松市丸の内１－１
高松法務合同庁舎
087-822-4455



登録票
（令和５年度・春季）

コース 研修課題 受入機関
実施場所

・
アクセス

受入可能人数 受入時期 受入期間の留意点 実習内容 実習形式 実習生への要望
応募先

※ 応募は学生１人につき１管区までです。

春４８

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

徳島少年鑑別所

徳島少年鑑別所
徳島県徳島市助任５
丁目４０番地
（市バス「助任本町５
丁目」又は徳島バス
「助任本町」徒歩約２
分）

３人程度

２月１４日（水）
～２月１６日（金）

（３日間）
応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

高松矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒760-0033
香川県高松市丸の内１－１
高松法務合同庁舎
087-822-4455

春４９

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

福岡矯正管区
及び

大分少年院

大分少年院
大分県豊後大野市三
重町赤嶺２７２１
（ＪＲ豊肥本線　三重
町駅下車）

３人程度
３月６日（水）

～３月８日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
訓練等）の実施に係る見学実習

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

福岡矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒813-0036
福岡県福岡市東区若宮５－３－５３
092-661-1137

春５０

少年院における
矯正教育の実務
について
（法務教官区分)

福岡矯正管区
及び

沖縄女子学園

沖縄女子学園
沖縄県糸満市字真栄平
１３００番地
（仲座入口バス停から徒
歩１５分、那覇空港から
車で４０分）

３人程度
２月７日（水）

～２月９日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・少年院における教育活動（生活指導、職業
指導等）の実施に係る見学実習
・実習の一部は沖縄少年院において実施予
定

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年院の教育活動
等）に興味・関心を持っていること。
・教育、社会、福祉等に係る人間科学
又は刑事政策等を専攻していること
が望ましいこと。
・大学生又は大学院生（男女の別は
問わない）であること。

福岡矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒813-0036
福岡県福岡市東区若宮５－３－５３
092-661-1137

春５１

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

福岡矯正管区
及び

長崎少年鑑別所

長崎少年鑑別所
長崎市橋口町４－３
（路面電車「平和公園」電
停下車徒歩１０分
県営バス「浦上天主堂」
下車徒歩３分）

３人程度
２月６日（火）

～２月８日（木）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る少年簿の作成体験、
心理検査の受検体験、模擬事例に係る判定
会議の見学等）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
いこと。
・大学３年次若しくは４年次又は大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

福岡矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒813-0036
福岡県福岡市東区若宮５－３－５３
092-661-1137

春５２

少年鑑別所に
おける鑑別の
実務について
（法務技官
（心理）区分）

福岡矯正管区
及び

熊本少年鑑別所

熊本少年鑑別所
熊本市西区池田１‐９‐２
７
（上熊本駅（ＪＲ・市電）か
ら徒歩１０分、出町３丁目
または往生院前バス停
から徒歩５分）

３人程度
２月１４日（水）

～２月１６日（金）
（３日間）

応募は全期間で実
習可能な者に限る。

・少年矯正行政全般に係る業務説明
・鑑別実施手続に係る見学実習（模擬面接の
陪席、模擬事例に係る判定会議、心理検査
の受検体験、行動観察）
・非行及び犯罪の防止等に関する援助の業
務に係る説明等

実務部署での
受入れ型

・少年矯正行政（少年鑑別所の鑑別
等）に興味・関心を持っていること。
・心理学を専攻していることが望まし
い。
・大学３年次若しくは４年次及び大学
院生（男女の別は問わない）であるこ
と。

福岡矯正管区少年矯正第一課・第二課

〒813-0036
福岡県福岡市東区若宮５－３－５３
092-661-1137


